
いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１ 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した児童生徒がこれまでと変わらず県大会、東

北大会及び全国大会へ出場できるようにするため、第３に規定する実施主体が実施する事業に要する経

費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則（昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。）

及びこの要綱により補助金を交付する。 
 

（定義） 

第２ この要綱において被災児童生徒とは、平成23年３月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震

及び津波により被害を受けた児童生徒で、次の各号に定めるところによる。 

 （１）住居の全壊・半壊等の被害を受けた者 

 （２）保護者の死亡、行方不明、長期入院、勤務先（自営業者にあっては、その業を営む場所）の被災 

その他これらに類する事由がある者 

 

（補助金の交付対象及び補助額） 

第３ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第１のとおりとする。 

 

（補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第４ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

 （１）補助対象経費の20パーセント以内の増減 

 （２）事業の実施に影響を及ぼさない期日、場所の変更 

 

（申請の取下期日） 

第５ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算

して15日以内とする。 

 

（立入検査等） 

第６ 知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員

に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の

交付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、

必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。  

 

（書類の整備等） 

第７ 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の

日の属する年度の翌年度から起算して５年間これを保存しなければならない。 

 

 

 



（前金払） 

第８ 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、いわての学び希望基金被災地児童生徒

文化活動支援事業費補助金前金払請求書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（提出書類及び提出期日） 

第９ 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりとする。 

 

（補助事業者が交付する補助金の交付の決定に係る条件） 

第10 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付

の決定に際し第７までの規定と同一の条件を付さなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年10月15日から施行する。 

 

別表第１（第３関係） 

実施主体 事業内容            補助対象経費 補助額 

岩手県中学校

文化連盟 

岩手県中学校総合文化祭

派遣費補助事業 

岩手県中学校総合文化祭に係る参加生徒の交

通費 
定 額 

支援費振込手数料補助事

業 

実施主体が補助金を支給するため補助対象者

へ振り込む場合に要する手数料 
定 額 

岩手県高等学

校文化連盟 

岩手県高等学校総合文化

祭派遣費補助事業 

岩手県高等学校総合文化祭に係る参加生徒の

交通費、宿泊費 
定 額 

高校生セミナーサポート

事業派遣費補助事業 

高校生セミナーサポート事業に係る参加生徒

の交通費、宿泊費 
定 額 

支援費振込手数料補助事

業 

実施主体が補助金を支給するため補助対象者

へ振り込む場合に要する手数料 
定 額 

一般社団法人 

岩手県芸術文

化協会 

全日本吹奏楽コンクール

派遣費補助事業 

全日本吹奏楽コンクール（県大会、東北大会を

含む。）に係る参加児童及び中学校生徒の交通

費、宿泊費 

定 額 

全日本アンサンブルコン

テスト派遣費補助事業 

全日本アンサンブルコンテスト（県大会、東北

大会を含む。）に係る参加児童及び中学校生徒

の交通費、宿泊費 

定 額 

ＮＨＫ全国学校音楽コン

クール派遣費補助事業 

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（県大会、東北

大会を含む。）に係る参加児童及び中学校生徒

の交通費、宿泊費 

定 額 

全日本合唱コンクール派

遣費補助事業 

全日本合唱コンクール（県大会、東北大会を含

む。）に係る参加中学校生徒の交通費、宿泊費 
定 額 

こども音楽コンクール派

遣費補助事業 

こども音楽コンクール（県大会、東北大会を

含む。）に係る参加児童及び中学校生徒の交

通費、宿泊費 

定 額 



岩手県芸術文化協会事務

費補助事業 
振込手数料、郵券、紙代に係る経費 定 額 

別表第２（第９関係） 

条 項 提出書類及び添付書類 様 式 提出部数 提 出期日      

規則第４条の規

定による書類 

いわての学び希望基金被災地児童生徒

文化活動支援事業費補助金交付申請書 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第１号 

 

第２号 

第３号 

 

１部 

 

１部 

１部 

 

 

別に定める。 

規則第６条第１

項第１号、第２号

及び第３号の規

定により承認を

受ける場合の書

類 

いわての学び希望基金被災地児童生徒

文化活動支援事業変更（中止、廃止）承

認申請書 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

第４号 

 

 

第２号 

第３号 

１部 

 

 

１部 

１部 

当該事業の変更（中

止、廃止）の理由が

生じた日から15日以

内 

規則第13条第１

項の規定による

書類 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文

化活動支援事業費補助金請求書 

１ 事業実績書 

２ 収支精算書 

第５号 

 

第２号 

第３号 

１部 

 

１部 

１部 

当該事業を完了した

日（規則第６条第１

項第３号に規定する

事業の中止又は廃止

の承認を受けた場合

には、当該承認の通

知を受理した日）か

ら15日以内又は補助

金の交付の決定を受

けた年度の３月31日

のいずれか早い日ま

で 

 



様式第１号（別表第２関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

岩手県知事        様 

 

氏     名   

 

 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助金交付申請書 

  年度いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助金の交付を受けたいので、

岩手県補助金交付規則及びいわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助金交付要

綱により、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 

金       円 

（Ａ４） 

 

 

様式第２号（別表第２関係） 

 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助事業計画（実績）書 

 

事業・大会 期日・場所 参加者 内    容 

    

 備考 「内容」の欄には、対象経費の内訳を記載すること 

（Ａ４） 

 

 

様式第３号（別表第２関係） 

 

収支予算（精算）書 

１ 収 入 

区  分 予算額 精算額 増減 摘要 

県補助金 円 円 円  

団体支出金     

計     

 

２ 支 出 

区  分 予算額 精算額 増減 摘要 

 円 円 円  

     

計     

（Ａ４） 



様式第４号（別表第２関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

岩手県知事        様 

 

氏     名   

 

 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業変更（中止、廃止）承認申請書 

    年 月 日付け岩手県指令  第  号で補助金の交付の決定の通知があった標記事業

の実施について、次の理由により事業を変更（中止、廃止）したいので、承認されるよう関係書類を

添えて申請します。 

 

    理   由 

（Ａ４） 

 

 

様式第５号（別表第２関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

岩手県知事        様 

 

氏     名   

 

 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助金請求書 

年 月 日付け岩手県指令  第  号で補助金の交付の決定の通知があった標記事業

が完了したので、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を請求します。 

 

金         円 

（Ａ４） 

 

 

様式第６号（別表第２関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

岩手県知事        様 

 

氏     名   

 

 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業費補助金前金払請求書 

年 月 日付け岩手県指令  第  号で補助金の交付の決定の通知があった標記事業

について、補助金の前金払を受けたいので、次のとおり請求します。 

 

金         円 

 

理   由 

（Ａ４） 


